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仕 様 書

１ 件名

指静脈認証による出入管理システム購入一式

２ 調達範囲

本仕様書に定める本件調達機器のハードウェア、ソフトウェア及び使用許諾ライ

センス等を調達物品とする。本件調達機器のハードウェア及びソフトウェアを使用

するために必要な接続部品（ケーブル等）並びに本仕様書に明記された範囲でのソ

フトウェアインストール、設定等の作業、指定された設置場所への納入、据付け、

設置及び動作確認作業に係る役務も本調達に含める。

、 、 （ 「 」 。）ただし 管理用汎用パソコンについては 静岡地方法務局 以下 当局 という

が調達する。

３ 履行期限

契約締結の日から令和５年１月３１日（火）までとする。

なお、具体的な履行日時については、当局担当官と協議の上、その指示に従う

こと。

４ 納入場所、設置台数

( ) 納入場所1
静岡市清水区松原町２－１５ 清水合同庁舎

静岡地方法務局清水出張所

連絡先 ０５４－３５１－４４８１

( ) 設置台数2
３台（具体的な設置場所については別添図面のとおり ）。

５ 納入物品等（ハードウェア及びソフトウェア）

( ) 本件調達機器は主として以下の機器で構成される。1
ア 指静脈認証装置

イ 電気錠

( ) 各機器の仕様は次のとおり。2
ア 書庫に入る扉について、あらかじめ登録した職員のうち、２人の指静脈を照

合すると、解錠するものとする。

、 、 。イ 扉の内側からは ボタン サムターン等により扉の解錠ができるものとする

ウ 停電時に解錠できるよう、電気錠の鍵を２本以上作成し、提供すること。

エ 入退室に係る履歴データを１万件以上蓄積できること。



６ 機器の設置について

( ) 機器の設置位置は、当局担当官の指示に従うこと。1
( ) 関連法令に基づく技術基準及び標準工法などにより必要な配線作業を実施する2
こと。

( ) 設置に当たり庁舎及び当局の備品などを損傷しないよう必要な処置を行うこ3
と。

７ 保証条件

納入物品に係る無償保証期間を履行期限の翌日から１年間とする。

なお、無償保証期間中の修理、交換などに係る費用は、契約者の負担とする。

８ その他

( ) 全ての納入物品は、納入時において新品、未使用であること。1
( ) 設置等作業は、当局担当官と調整の上、月曜日から金曜日の平日９時から１2
７時までの間、又は休日８時３０分から１７時までの間で行うこと。

( ) 納入などに当たり、不明な点がある場合は、その都度、当局担当官に報告し、3
協議の上解決すること。

以 上
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設置箇所２ 
室外から撮影              室内から撮影 

  
 
設置箇所３ 
室外から撮影 

 



室内から撮影 

 
 
 


